
不利益処分の処分基準（行政手続条例） 

担当部署：環境経済部 廃棄物対策課 № 001 

処   分   名 廃棄物の収集の拒否 

処 分 の 概 要  

春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第 24 条第１項の勧告

を受けた者が、第 2 項の規定によりその勧告に従わなかった事実を公表

された後において、なお、その勧告に係る措置をとらなかった場合には、

その者が排出する廃棄物の収集又は処理施設に受け入れることを拒否い

たします。 

根拠条例等・条項 

春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例（平成 17 年条例第 111

号）第 24 条第 4 項 

 

処 分 基 準  

◎市長は、春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例第 24 条第１

項の勧告を受けた者が、第 2 項の規定によりその勧告に従わなかった事

実を公表された後において、なお、その勧告に係る措置をとらなかった

場合には、その者が排出する廃棄物の収集又は処理施設に受け入れるこ

とを拒否することができます。 

 

処分の性質上、個々の事案ごとに個別具体的な判断をせざるを得ない

ものであり、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難である

ため、どのような場合が「春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条

例第 24 条第１項の勧告を受けた者が、第 2 項の規定によりその勧告に従

わなかった事実を公表された後において、なお、その勧告に係る措置を

とらなかった場合」に該当するかを示すことはできません。 

設 定 年 月 日 平成 26 年 4 月 1 日 

備 考  



根拠条例及び 

関係例規等の抜粋 

■春日部市廃棄物の処理及び再利用に関する条例 

第 24 条 4 市長は、第１項の勧告を受けた者が、第２項の規定によりそ

の勧告に従わなかった事実を公表された後において、なお、その勧告

に係る措置をとらなかった場合には、その者が排出する廃棄物の収集

又は処理施設に受け入れることを拒否することができる。 

 

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：環境経済部 廃棄物対策課 № 002 

処   分   名 一般廃棄物の収集・運搬業の停止の命令 

処 分 の 概 要  

一般廃棄物収集運搬業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条

の３各号のいずれかに該当する場合においては、一般廃棄物収集運搬業

の停止命令を行います。 

根拠法令等・条項 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第７条

の３ 

 

処 分 基 準  

◎市長は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3各号のいずれか

に該当する場合においては、一般廃棄物収集運搬業の許可を期 間 を 定

め て 事 業 の 全 部 又 は 一 部 の停止命令を行うことができます。 

 

処分の性質上、個々の事案ごとに個別具体的な判断をせざるを得ない

ものであり、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難である

ため、どのような場合が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の

３各号のいずれかに該当する場合」に該当するかを示すことはできませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 平成 26 年 4 月 1 日 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（ 事 業 の 停 止 ）  

第 ７ 条 の ３  市 町 村 長 は 、 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 者 又 は 一 般

廃 棄 物 処 分 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

期 間 を 定 め て そ の 事 業 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 命 ず る こ と

が で き る 。  

（ 1） こ の 法 律 若 し く は こ の 法 律 に 基 づ く 処 分 に 違 反 す る 行

為（ 以 下「 違 反 行 為 」と い う 。）を し た と き 、又 は 他 人 に 対

し て 違 反 行 為 を す る こ と を 要 求 し 、依 頼 し 、若 し く は 唆 し 、

若 し く は 他 人 が 違 反 行 為 を す る こ と を 助 け た と き 。  

（ 2） そ の 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 又 は そ の 者 の 能 力 が 第

7 条 第 5 項 第 3 号 又 は 第 10 項 第 3 号 に 規 定 す る 基 準 に 適

合 し な く な つ た と き 。  

（ 3）  第 7 条 第 11 項 の 規 定 に よ り 当 該 許 可 に 付 し た 条 件 に

違 反 し た と き 。  

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：環境経済部 廃棄物対策課 № 003 

処   分   名 一般廃棄物の収集・運搬業の許可の取消し 

処 分 の 概 要  

一般廃棄物収集運搬業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条

の４第１項各号のいずれかに該当する場合においては、一般廃棄物収集

運搬業の許可の取消しを行います。 

根拠法令等・条項 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第７条

の４ 

 

処 分 基 準  

◎市長は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の４第１項各号の

いずれかに該当する場合においては、一般廃棄物収集運搬業の許可の取

消しをすることができます。 

 

処分の性質上、個々の事案ごとに個別具体的な判断をせざるを得ない

ものであり、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難である

ため、どのような場合が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の

４第１項各号のいずれかに該当する場合」に該当するかを示すことはで

きません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 平成 26 年 4 月 1 日 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（ 許 可 の 取 消 し ）  

第 ７ 条 の ４  市 町 村 長 は 、一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 者 又 は 一 般

廃 棄 物 処 分 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、 そ

の 許 可 を 取 り 消 さ な け れ ば な ら な い 。  

（ 1） 第 7 条 第 5 項 第 4 号 ロ 若 し く は ハ（ 第 25 条 か ら 第 27

条 ま で 若 し く は 第 32 条 第 1 項 （ 第 25 条 か ら 第 27 条 ま で

の 規 定 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 、 又 は 暴 力 団 員

に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 違 反 し 、

刑 に 処 せ ら れ た こ と に よ る 場 合 に 限 る 。 ） 又 は 同 号 ト に 該

当 す る に 至 つ た と き 。  

（ 2） 第 7 条 第 5 項 第 4 号 チ か ら ヌ ま で（ 同 号 ロ 若 し く は ハ

（ 第 25 条 か ら 第 27 条 ま で の 規 定 に よ り 、又 は 暴 力 団 員 に

よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 違 反 し 、 刑

に 処 せ ら れ た こ と に よ る 場 合 に 限 る 。 ） 又 は 同 号 ト に 係 る

も の に 限 る 。 ） の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き 。  

（ 3） 第 7 条 第 5 項 第 4 号 チ か ら ヌ ま で（ 同 号 ニ に 係 る も の

に 限 る 。 ） の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き 。  

（ 4） 第 7 条 第 5 項 第 4 号 イ か ら ヘ ま で 又 は チ か ら ヌ ま で の

い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き（ 前 3 号 に 該 当 す る 場 合

を 除 く 。 ） 。  

（ 5） 前 条 第 1 号 に 該 当 し 情 状 が 特 に 重 い と き 、又 は 同 条 の

規 定 に よ る 処 分 に 違 反 し た と き 。  

（ 6） 不 正 の 手 段 に よ り 第 7 条 第 1 項 若 し く は 第 6 項 の 許 可

（ 同 条 第 2 項 又 は 第 7 項 の 許 可 の 更 新 を 含 む 。 ） 又 は 第 7

条 の 2 第 1 項 の 変 更 の 許 可 を 受 け た と き 。  

２  市 町 村 長 は 、 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 者 又 は 一 般 廃 棄 物 処

分 業 者 が 前 条 第 2 号 又 は 第 3 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：環境経済部 廃棄物対策課 № 004 

処   分   名 一般廃棄物の処分業の停止の命令 

処 分 の 概 要  

一般廃棄物処分業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の３

各号のいずれかに該当する場合においては、一般廃棄物処分業の停止命

令を行います。 

根拠法令等・条項 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第７条

の３ 

 

処 分 基 準  

◎市長は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の3各号のいずれか

に該当する場合においては、一般廃棄物処分業の許可を期 間 を 定 め て

事 業 の 全 部 又 は 一 部 の停止命令を行うことができます。 

 

処分の性質上、個々の事案ごとに個別具体的な判断をせざるを得ない

ものであり、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難である

ため、どのような場合が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の

３各号のいずれかに該当する場合」に該当するかを示すことはできませ

ん。 

設 定 年 月 日 平成 26 年 4 月 1 日 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（ 事 業 の 停 止 ）  

第 7 条 の 3 市 町 村 長 は 、 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 者 又 は 一 般

廃 棄 物 処 分 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、

期 間 を 定 め て そ の 事 業 の 全 部 又 は 一 部 の 停 止 を 命 ず る こ と

が で き る 。  

（ 1） こ の 法 律 若 し く は こ の 法 律 に 基 づ く 処 分 に 違 反 す る 行

為（ 以 下「 違 反 行 為 」と い う 。）を し た と き 、又 は 他 人 に 対

し て 違 反 行 為 を す る こ と を 要 求 し 、依 頼 し 、若 し く は 唆 し 、

若 し く は 他 人 が 違 反 行 為 を す る こ と を 助 け た と き 。  

（ 2） そ の 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 又 は そ の 者 の 能 力 が 第

7 条 第 5 項 第 3 号 又 は 第 10 項 第 3 号 に 規 定 す る 基 準 に 適

合 し な く な つ た と き 。  

（ 3）  第 7 条 第 11 項 の 規 定 に よ り 当 該 許 可 に 付 し た 条 件 に

違 反 し た と き 。  

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：環境経済部 廃棄物対策課 № 005 

処   分   名 一般廃棄物の処分業の許可の取消し 

処 分 の 概 要  

一般廃棄物収集運搬業者が廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条

の４第１項各号のいずれかに該当する場合においては、一般廃棄物処分

業の許可の取消しを行います。 

根拠法令等・条項 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137 号）第７条

の４ 

 

処 分 基 準  

◎市長は廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の４第１項各号の

いずれかに該当する場合においては、一般廃棄物処分業の許可の取消し

をすることができます。 

 

処分の性質上、個々の事案ごとに個別具体的な判断をせざるを得ない

ものであり、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難である

ため、どのような場合が「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の

４第１項各号のいずれかに該当する場合」に該当するかを示すことはで

きません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 平成 26 年 4 月 1 日 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

（ 許 可 の 取 消 し ）  

第 ７ 条 の ４  市 町 村 長 は 、一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 者 又 は 一 般

廃 棄 物 処 分 業 者 が 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は 、そ

の 許 可 を 取 り 消 さ な け れ ば な ら な い 。  

（ 1） 第 7 条 第 5 項 第 4 号 ロ 若 し く は ハ（ 第 25 条 か ら 第 27

条 ま で 若 し く は 第 32 条 第 1 項 （ 第 25 条 か ら 第 27 条 ま で

の 規 定 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） の 規 定 に よ り 、 又 は 暴 力 団 員

に よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 違 反 し 、

刑 に 処 せ ら れ た こ と に よ る 場 合 に 限 る 。 ） 又 は 同 号 ト に 該

当 す る に 至 つ た と き 。  

（ 2） 第 7 条 第 5 項 第 4 号 チ か ら ヌ ま で（ 同 号 ロ 若 し く は ハ

（ 第 25 条 か ら 第 27 条 ま で の 規 定 に よ り 、又 は 暴 力 団 員 に

よ る 不 当 な 行 為 の 防 止 等 に 関 す る 法 律 の 規 定 に 違 反 し 、 刑

に 処 せ ら れ た こ と に よ る 場 合 に 限 る 。 ） 又 は 同 号 ト に 係 る

も の に 限 る 。 ） の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き 。  

（ 3） 第 7 条 第 5 項 第 4 号 チ か ら ヌ ま で（ 同 号 ニ に 係 る も の

に 限 る 。 ） の い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き 。  

（ 4） 第 7 条 第 5 項 第 4 号 イ か ら ヘ ま で 又 は チ か ら ヌ ま で の

い ず れ か に 該 当 す る に 至 つ た と き（ 前 3 号 に 該 当 す る 場 合

を 除 く 。 ） 。  

（ 5） 前 条 第 1 号 に 該 当 し 情 状 が 特 に 重 い と き 、又 は 同 条 の

規 定 に よ る 処 分 に 違 反 し た と き 。  

（ 6） 不 正 の 手 段 に よ り 第 7 条 第 1 項 若 し く は 第 6 項 の 許 可

（ 同 条 第 2 項 又 は 第 7 項 の 許 可 の 更 新 を 含 む 。 ） 又 は 第 7

条 の 2 第 1 項 の 変 更 の 許 可 を 受 け た と き 。  

２  市 町 村 長 は 、 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 者 又 は 一 般 廃 棄 物 処

分 業 者 が 前 条 第 2 号 又 は 第 3 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き

は 、 そ の 許 可 を 取 り 消 す こ と が で き る 。  

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：環境経済部 廃棄物対策課 № 006 

処   分   名 浄化槽の清掃業の停止の命令 

処 分 の 概 要  

浄 化 槽 清 掃 業 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 若 し く は 浄 化 槽 清

掃 業 者 の 能 力 が 第 36 条 第 1 号 の 基 準 に 適 合 し な く な っ た 場

合 、 又 は 浄 化 槽 清 掃 業 者 が 次 の 各 号 の 1 に 該 当 す る 場 合 は 、

浄化槽清掃業の停止命令を行います。 

根拠法令等・条項 

 

浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）第 41 条第 2 項 

 

処 分 基 準  

◎市長は浄 化 槽 清 掃 業 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 若 し く は

浄 化 槽 清 掃 業 者 の 能 力 が 第 36条 第 １ 号 の 基 準 に 適 合 し な く

な っ た 場 合 、 又 は 浄 化 槽 清 掃 業 者 が 次 の 各 号 の 1に 該 当 す る

場 合 は 、 浄化槽清掃業の停止命令を行うことができます。 

 

処分の性質上、個々の事案ごとに個別具体的な判断をせざるを得ない

ものであり、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難である

ため、どのような場合が「浄 化 槽 清 掃 業 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施

設 若 し く は 浄 化 槽 清 掃 業 者 の 能 力 が 第 36 条 第 1 号 の 基 準 に

適 合 し な く な っ た 場 合 、 又 は 浄 化 槽 清 掃 業 者 が 次 の 各 号 の 1

に 該 当 す る 場 合 」に該当するかを示すことはできません。 

設 定 年 月 日 平成 26 年 4 月 1 日 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■浄化槽法 

（ 指 示 、 許 可 の 取 消 し 、 事 業 の 停 止 等 ）  

第 41 条  

２  市 町 村 長 は 、 浄 化 槽 清 掃 業 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 若

し く は 浄 化 槽 清 掃 業 者 の 能 力 が 第 36 条 第 1 号 の 基 準 に 適

合 し な く な つ た と き 、 又 は 浄 化 槽 清 掃 業 者 が 次 の 各 号 の １

に 該 当 す る と き は 、そ の 許 可 を 取 り 消 し 、又 は 6 月 以 内 の

期 間 を 定 め て そ の 事 業 の 全 部 若 し く は 一 部 の 停 止 を 命 ず る

こ と が で き る 。  

（ 1） 第 12 条 第 2 項 の 命 令 に 違 反 し た と き 。  

（ 2）不 正 の 手 段 に よ り 第 35 条 第 1 項 の 許 可 を 受 け た と き 。 

（ 3）第 36 条 第 2 号 イ 、ハ 又 は ホ か ら ヌ ま で の い ず れ か に

該 当 す る こ と と な つ た と き 。  

（ 4）第 37 条 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、又 は 虚 偽 の 届 出 を

し た と き 。  

（ 5） 前 項 の 指 示 に 従 わ ず 、 情 状 特 に 重 い と き 。  

 



不利益処分の処分基準（行政手続法） 

担当部署：環境経済部 廃棄物対策課 № 007 

処   分   名 浄化槽の清掃業の許可の取消し 

処 分 の 概 要  

浄 化 槽 清 掃 業 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 若 し く は 浄 化 槽 清

掃 業 者 の 能 力 が 第 36 条 第 1 号 の 基 準 に 適 合 し な く な っ た 場

合 、 又 は 浄 化 槽 清 掃 業 者 が 次 の 各 号 の 1 に 該 当 す る 場 合 は 、

許 可 の 取 り 消 し を す る こ と が で き る 。  

根拠法令等・条項 

 

浄化槽法（昭和 58 年法律第 43 号）第 41 条第 2 項 

 

処 分 基 準  

◎市長は浄 化 槽 清 掃 業 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 若 し く は

浄 化 槽 清 掃 業 者 の 能 力 が 第 36条 第 １ 号 の 基 準 に 適 合 し な く

な っ た 場 合 、 又 は 浄 化 槽 清 掃 業 者 が 次 の 各 号 の 1に 該 当 す る

場 合 は 、 許 可 の 取 り 消 し を す る こ と が で き ま す 。  

 

処分の性質上、個々の事案ごとに個別具体的な判断をせざるを得ない

ものであり、法令の定め以上に具体的な基準を定めることが困難である

ため、どのような場合が「浄 化 槽 清 掃 業 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施

設 若 し く は 浄 化 槽 清 掃 業 者 の 能 力 が 第 36 条 第 1 号 の 基 準 に

適 合 し な く な っ た 場 合 、 又 は 浄 化 槽 清 掃 業 者 が 次 の 各 号 の 1

に 該 当 す る 場 合 」に該当するかを示すことはできません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設 定 年 月 日 平成 26 年 4 月 1 日 

備 考  



根拠法令及び 

関係法令等の抜粋 

■浄化槽法 

（ 指 示 、 許 可 の 取 消 し 、 事 業 の 停 止 等 ）  

第 41 条  

２  市 町 村 長 は 、 浄 化 槽 清 掃 業 者 の 事 業 の 用 に 供 す る 施 設 若

し く は 浄 化 槽 清 掃 業 者 の 能 力 が 第 36 条 第 1 号 の 基 準 に 適

合 し な く な つ た と き 、 又 は 浄 化 槽 清 掃 業 者 が 次 の 各 号 の １

に 該 当 す る と き は 、そ の 許 可 を 取 り 消 し 、又 は 6 月 以 内 の

期 間 を 定 め て そ の 事 業 の 全 部 若 し く は 一 部 の 停 止 を 命 ず る

こ と が で き る 。  

（ 1） 第 12 条 第 2 項 の 命 令 に 違 反 し た と き 。  

（ 2） 不 正 の 手 段 に よ り 第 35 条 第 1 項 の 許 可 を 受 け た と き 。 

（ 3）第 36 条 第 2 号 イ 、ハ 又 は ホ か ら ヌ ま で の い ず れ か に 該

当 す る こ と と な つ た と き 。  

（ 4）第 37 条 の 規 定 に よ る 届 出 を せ ず 、又 は 虚 偽 の 届 出 を し

た と き 。  

（ 5） 前 項 の 指 示 に 従 わ ず 、 情 状 特 に 重 い と き 。  

 


